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平成 年 月 日（火）

号外第 号

16 10 19

156

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県 ー 業法施行細則 一部 改正 規則（ ）（県民生活課）…………………

◇ 鳥取県企業局組織規程 一部 改正 規程（ ）（総務課）……………………………………

◇鳥取県 ー 業法施行細則 一部 改正 規則

ー 所 開設 洗濯物 受取及 引渡 営業 者 届出 係

様式等 定 、所要 様式 整備 行 。（第 条～第 条 、様式第 号～様式

第 号 関係）

他所要 規定 整備 行 。

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県 ー 業法施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県 ー 業法施行細則 一部 改正 規則

鳥取県 ー 業法施行細則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中項 表示 下線 引 項（以下「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（追加項 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正

後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応

改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。

次 表 改正後 欄中様式 表示 下線 引 様式 加 。
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改 正 後 改 正 前

（ ー 所開設届出書等 様式）

第 条 省令第 条 第 項 規定 届出書 、様

式第 号 。

省令第 条 第 項 規定 届出書 、様式第

号 。

（ ー 所 開設等 係 届出事項 変更等 届

出手続）

第 条 法第 条第 項 規定 届出 、変更 場

合 様式第 号 届出書 、廃止 場合

様式第 号 届出書 提出

。

（ ー 所営業者等 地位承継届出書 様式）

第 条 略

様式第 号（第 条関係）

ー 所開設届 収入証紙

付 欄

職 氏名 様

ー 所 開設 、 ー 業

法第 条第 項 規定 、次 届 出 。

併 、 構造設備 同法第 条 規定

基 検査 申請 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

電話番号

略

ー 師

従事者

略

略

添付書類 略

様式第 号 （第 条関係）

無店舗取次店営業届

職 氏名 様

無店舗取次店 営業 、 ー 業法

第 条第 項 規定 、次 届 出 。

年 月 日

（ ー 所開設届出書 様式）

第 条 省令第 条 第 項 規定 届出書 、様

式第 号 。

（ ー 所開設届出事項 変更等 届出手続）

第 条 法第 条第 項 規定 届出 、変更 場

合 様式第 号 届出書 、廃止 場合

様式第 号 届出書 提出

。

（ ー 所営業者地位承継届出書 様式）

第 条 略

様式第 号（第 条関係）

ー 所開設届 収入証紙

付 欄

職 氏名 様

ー 所 開設 、 ー 業

法第 条第 項 規定 、次 届 出 。

併 、 構造設備 同法第 条 規定

基 検査 申請 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

電話番号

略

ー 師

従業者

略

略

添付書類 略
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の
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はり け
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郵便番号

住 所

届出者 氏 名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

電話番号

無店舗取次店 名称

業務用車両 自動車登録

番号又 車両番号

車両 保管場所

営業区域

営

業

者

本籍

住所

氏名

又

名称

生年

月日

無店舗取次店 従事者数 名

師

従
事
者

本籍 住所 氏名 生年

月日

登 録

番 号

登 録

年月日

第 号

第 号

第 号

業務用車両 構造 概要 別添

ー 業法第 条第

項第 号 規定 洗

物 取 扱 否 別

営業開始予定年月日 年 月 日

添付書類 業務用車両 構造 明 図面又

写真（前後左右 方向 写 ）

様式第 号（第 条関係）

ー 所開設（無店舗取次店営業）届出事項変更

届

職 氏名 様

ー 所 開設（無店舗取次店営業）届出事

項 変更 生 、 ー 業法第 条第

項 規定 、次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

様式第 号（第 条関係）

ー 所開設届出事項変更届

職 氏名 様

ー 所 開設届出事項 変更 生 、

ー 業法第 条第 項 規定 、次

届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

フリガナ

にあっては

び の

の

の

は

の

は

の

ク
リ

ニ
ン
グ

で
あ
る

の の のとおり
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に する た

く を り うか かの

の を らかにした は

から したもの

クリ ニング

クリ ニング の

に を じたので クリ ニング

の により のとおり け ます

フリガナ

クリ ニング

クリ ニング の に を じたので

クリ ニング の により のと

おり け ます

フリガナ

ー

フ リ ガ ナ
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（法人 、名称

及 代表者 氏名）

電話番号

開設（営業）届出年月日 年 月 日

ー 所

（無店舗取次店）

名 称

所在地

（車両

保管

場所）

略

添付書類

ー 所 構造又 設備 変更 場合

、変更後 構造又 設備 状況 明

図面

無店舗取次店 業務用車両 変更 場合

、前後左右 方向 写 当該車両 写真

又 当該車両 構造 明 図面

様式第 号（第 条関係）

ー 所（無店舗取次店）廃止届

職 氏名 様

次 ー 所（無店舗取次店） 廃止

、 ー 業法第 条第 項 規定

届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

電話番号

開設（営業）届出年月日 年 月 日

ー 所

（無店舗取次店）

名 称

所在地

（車両

保管

場所）

略

添付書類 ー 所 場合 、 ー

業法第 条 確認 受

証 書類

様式第 号 （第 条 関係）

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

電話番号

開設届出年月日 年 月 日

ー 所 名 称

所在地

略

添付書類 構造又 設備 変更 場合 、

変更後 構造又 設備 状況 明

図面

様式第 号（第 条関係）

ー 所廃止届

職 氏名 様

次 ー 所 廃止 、 ー

業法第 条第 項 規定 届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

電話番号

開設届出年月日 年 月 日

ー 所 名 称

所在地

略

添付書類 ー 業法第 条 確認 受

証 書類

様式第 号 （第 条 関係）

にあっては

び の

クリ ニング

の

クリ ニング の は を した

にあっては の は の を ら

かにした

の を した にあっ

ては から した の

は の を らかにした

クリ ニング

のとおりクリ ニング を

したので クリ ニング の によ

り け ます

フリガナ

にあっては

び の

クリ ニング

の

クリ ニング の にあっては クリ

ニング の の を けたことを

する

の の

にあっては

び の

クリ ニング

は を した にあっては

の は の を らかにした

クリ ニング

のとおりクリ ニング を したので クリ

ニング の により け ます

フリガナ

にあっては

び の

クリ ニング

クリ ニング の の を け

たことを する

の の
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クリ ニング

により の を した

ので クリ ニング の の によ

り のとおり け ます

フリガナ

にあっては

び の

クリ ニング

の

の にあって

は は

による の の の をしよう

とする にあっては が

ある には が の を す

ることについての の を する

こと

による の の の をしよう

とする にあっては する は

により された の の

による の の の をしよう

とする にあっては により を した

の の

クリ ニング

により の を した

ので クリ ニング の の によ

り のとおり け ます

フリガナ

にあっては

び の

クリ ニング

による の にあっては の

は による の にあっては

び の

が である において

がその の により の を すべ

き として された であるときにあって

は その の を する

ー 所（無店舗取次店）営業者地位承継届

職 氏名 様

相続（合併・分割） 営業者 地位 承継

、 ー 業法第 条 第 項 規定

、次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

生年月日

電話番号

開設（営業）届出年月日 年 月 日

ー 所

（無店舗取次店）

名 称

所在地

（車両

保管

場所）

無店舗取次店 場合

自動車登録番号又 車両番

号

略

添付書類

相続 営業者 地位 承継 届出

者 、戸籍謄本（相続人 人以

上 場合 、届出者 営業者 地位 承継

相続人全員 同意書 添付

。）

合併 営業者 地位 承継 届出

者 、合併後存続 法人又 合

併 設立 法人 登記簿 謄本

分割 営業者 地位 承継 届出

者 、分割 営業 承継

法人 登記簿 謄本

ー 所営業者地位承継届

職 氏名 様

相続（合併・分割） 営業者 地位 承継

、 ー 業法第 条 第 項 規定

、次 届 出 。

年 月 日

郵便番号

住 所

届出者 氏 名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

生年月日

電話番号

開設届出年月日 年 月 日

ー 所 名 称

所在地

略

添付書類

相続 承継 場合 、被承継人

戸籍謄本

合併又 分割 承継 場合 、被

承継人及 届出者 登記簿謄本

相続人 人以上 場合 、届出者

全員 同意 営業者 地位 承継

相続人 選定 者

、 全員 同意 証 書類

５ ３ ２

１

２

２

３

５ ３ ２

１

２

３ ２

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する
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改 正 後 改 正 前

（設置）

第 条 事務所（以下「所」 。） 次 置

。

名称 位置 管轄区域

鳥取県企業局

東部事務所

鳥取市 鳥取市、倉吉市、岩美郡、

八頭郡及 東伯郡

略

（設置）

第 条 事務所（以下「所」 。） 次 置

。

名称 位置 管轄区域

鳥取県企業局

東部事務所

鳥取市 鳥取市、倉吉市、岩美郡、

八頭郡、気高郡及 東伯郡

略

９ ９という を のとおり

く

び

という を のとおり

く

び

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

鳥取県企業局組織規程 一部 改正 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局組織規程 一部 改正 規程

鳥取県企業局組織規程（平成 年鳥取県企業管理規程第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 削 。

附 則

規程 、平成 年 月 日 施行 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた を る

この は から する
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